
認定こども園いまかね　園長　　様

申請者(保護者) ㊞

　【留意事項】

☆保護者記入欄☆ ※１箇月単位で、月初日の１週間前までに届け出してください。

※勤務日が決まっていない場合は、利用日の５日前までに届け出してください。

第１土曜日 日

第２土曜日 日

第３土曜日 日

第４土曜日 日

第５土曜日 日

☆こども園記入欄☆

食 食 食

＊ 土曜日に登園しても給食を利用しないで給食時間帯より早く降園する場合は、「給食の有
無欄」の「無」に〇印を、給食を利用する場合は「有」のどちらかに必ず〇印してください。

土曜日の登園に関する事前登録届出書（給食申込書）

年　　　月　　　日

　 私は、次の留意事項を承知し、下記の児童に保育の必要性があることから土曜日に登園し、給食を

利用したいので事前に登録します。

＊ ３歳以上児【こあら組・ぱんだ組・きりん組】が、土曜日に給食を利用した場合、１食当たり
２５０円の費用を負担していただきます。（免除対象者は除く）

きりん

＊ 土曜日に園の行事（保育参加等）で給食を提供する場合は、その費用負担はありません。

＊ 当日の給食キャンセルは、既に食材費が発生しているため給食費の費用負担があります。

＊ 土曜日の給食利用の精算は月単位で集計し、翌月に現金にて納付いただきます。

＊ ３歳未満児【ひよこ組・りす組・うさぎ組】は、保育料に給食費が含まれているため、土曜日
に給食を利用しても新たな費用負担は発生しませんが、正確な登園児童数を把握するため、

土曜日に仕事等で保育が必要な場合は事前登録をお願いします。

＊ 事前登録が無い場合は、お休みするものとして取り扱いさせていただきます。

月分
給食の 登　園　す　る　児　童　名

有　 無 ひよこ り　す うさぎ こあら ぱんだ

有　 無

有　 無

有　 無

有　 無

２０２６年３月調整

食 ＝ 円

受付印 免除対象
月集計

こあら ぱんだ きりん

有 ・ 無
月合計 250円×

有　 無


